
 

福島第一原子力発電所 6号機 放水口モニタ他の ERSS伝送代替措置について 

 

2023年 11月 9日 

東京電力 HD（株） 

原子力運営管理部 防災安全 G 

福島第一原子力発電所 防災・放射線 C 

防災安全部 原子力防災 G 

 

１．これまでの経緯 

（１）ERSS伝送の再開に関する NRA面談（2018年 12月 3日） 

●2018年 12月 3日の規制庁面談において，地震の影響により，故障していた SPDSゲ 

ートウェイ，SPDS統合サーバの改修及び 6号機のプロセス計算機の更新が完了した 

ことに伴い，福島第一 6号機のプラント情報及び環境データについて伝送を再開する 

旨，説明。…添付資料(1)～（2） 

●伝送パラメータに関しては，以下のとおり報告している。 

＜伝送パラメータ＞ 

・防災業務計画通り（Ⅱ-40，41）…添付資料（3） 

・一部のパラメータは計器故障等に伴い伝送不可 

※放水口モニタの原子力事業者防災業務計画上の記載（Ⅱ-32、33）…添付資料（3） 

「放水口モニタついては東北地方太平沖地震に伴い設備が損壊した状況にある。 

代替措置として、海水サンプリングにより放射性物質の測定を行う。」 

 

（２）6号機 放水口モニタについて 

 ●震災以降，循環水ポンプが停止したことにより，放水口に砂が堆積し，検出器が海底 

砂に埋没した状態となった。検出器の位置は嵩上げを実施して震災前より高い位置と

なっているが，検出部（検出器先端付近）は潮位変動や波の状況により気中に露出す

る、あるいは海底砂の堆積状況が変動することにより、検出部が埋まってしまうこと

があると考えている。（図 1，図 2参照） 

●2018年に伝送を再開したが，校正は実施していない（外観点検のみ）ため，あくまで 

も参考値として，ERSSデータを伝送している状況である。（前記のとおり、海水サン 

プリングを実施しており、25条通報により、毎日報告を実施している。） 

●2018年伝送再開時の電事連クレジット ERSS運用マニュアル（第 5版）より，測定器

側が故障した場合は代替措置不要と判断し、その運用が先月まで継続した状況となっ

ていた。本来は ERSS伝送の代替措置に関する報告をすべきであった…添付資料（4） 
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図 1.  循環水ポンプ運転時（震災前） 

 

 

図 2.  循環水ポンプ停止中（震災後） 
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枠組みの範囲は機密に係る事項
のため公開することはできません

t1191774
四角形

t1191774
四角形

t1191774
四角形



 

（３）5号機 放水口モニタについて 

 ●震災に伴う砂の堆積後、嵩上げ等の修理を行い復旧し，6号機と同様に検出器が高い

位置となっている。その後に平成 27年 9月の台風時に浮遊物により検出器および支

柱などが破損し復旧が困難な状態となっている。 

  循環水ポンプの再起動など放水口の海底土の恒久的な除去ができないと干潮時に海底 

砂が露出するおそれがある位置まで潮位が下がる状況であるため，検出器などを修理 

しても海水の測定をすることができず復旧の計画が立たない状況である。 

２．原子力事業者防災業務計画に照らしたこれまでの運用の妥当性 

（１）原子力事業者防災業務計画の記載に関して 

 ①原子力防災資機材としての記載 

原子力事業者防災業務計画には別表 2-5-1 原子力防災資機材において，放水口モニ

タが記載されており，注釈として「放水口モニタについては東北地方太平洋沖地震に伴

い設備が損壊した状況にある。代替措置として，海水サンプリングにより放射性物質の

測定を行う。」旨，記載している（Ⅱ-33）。 

なお，代替措置に関しては，福島第一原子力発電所より、毎日 1回 25条通報を原子

力規制庁事故対策室に実施していたが，ERSS関係者の報告は実施していなかった。 

…添付資料（5） 

 

②10条第 1項／15条第 1項の判断について 

 原子力事業者防災業務計画Ⅱ-20及びⅡ-27に記載のとおり，当該箇所の放射能水準 

の 5μSv/hに相当する以上の液体放射性物質が検出されたことを基準としている。こ 

れは放水口モニタが 17000cps以上を意味するが，海水サンプリングによる放射性物質 

の測定の場合，5μSv／h相当については下記のとおり判断している。…添付資料（3） 

 

＜判断基準＞ 

5/6号放水口北側にてサンプリングしたデータが，水中濃度限度比の和が 50以上とな

った場合，10条第 1項（15条第 1項も同様）に基づく通報基準としている。（Ⅱ-23） 

核種 水中濃度限度※ 

全β 水中濃度限度;30Bq/L (Sr-90を用いる) 

Cs-134 水中濃度限度;60Bq/L 

Cs-137 水中濃度限度;90Bq/L 

 ※水中濃度限度：実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第 90条第 1項第 7号

の原子力規制委員会が定める濃度限度に係るものをいう。 
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３．対 応 

（１）5/6号放水口モニタの代替措置について 

代替措置に関して，1F5,6号機放水口北側の手分析結果を，2023年 10月 17日 15 

  時より開始した。以後，24時間に 1回の頻度で報告する。なお，報告データに関し 

ては，25条通報時にて報告している値と同様とする。 

（２）参考値で ERSS伝送している 6号放水口モニタに関して 

   参考値に関しては，データが出ている限りにおいて伝送を継続する。 

  なお、6号プロセス計算機のソフト設定誤りにより、プロセス計算機更新以降、参考 

値で伝送している放水口モニタは計数率[cps]を対数化（log10 [測定値] ）した値で 

ERSS伝送していたことから、ソフト改造の準備が出来次第修正する。…添付資料(6) 

他の指数パラメータについては設定誤りがないことを確認済み。 

また、中操においては正しい数値が送られていることから、オペレーションへの影響

はない。 

（３）放水口モニタの恒久化に関して 

 ●恒久的に測定できる手段について、検討し別途報告することとしたい。 

 ●循環水ポンプが停止しており、現在堆積している砂を除去しても放水口への砂の堆積 

は避けられないことから、検出器の設置場所や海水試料の採水箇所などに恒久的に海

底砂が堆積せず安定してモニタリングできる方法や，高波や浮遊物などから検出器や

採水箇所の取水部を保護する対策など検討する。 

   

４．その他のパラメータの代替措置について（SFP水位の代替措置について） 

1F-1，1F-2に関しては，SFP水位計が設置されていないことから，現状確認できる

項目として、下表の代替措置を取る。 

また，1F共用プールに関しては，現在水位計設置工事中であることから，それまでの

間はカメラによる水面監視，また現場確認結果にて代替する。 

号機 ①代替措置と②恒久対策 備考 

1F-1 ① SFP冷却 1次系ポンプの運転確認状態結果 

② 水位計設置について検討中（オペフロ環境改

善後） 

① 左記について 11

月中に報告開始 

1F-2 ① 監視カメラによる水面確認結果 

② 水位計の設置について検討中（オペフロ環境

改善後） 

① 左記について 11

月中に報告開始 

1F-3 全使用済み燃料取り出し済み  

1F-4 全使用済み燃料取り出し済み  

1F-5 ERSS伝送済み  

1F-6 ERSS伝送済み  
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1F共用

プール 

① 伝送開始までは，監視カメラによる水面確認

結果または現場確認の結果を報告 

② 現在水位計の設置工事中 

2024年 1月より ERSS伝送予定で工事を実施 

していたが 3月になる見込み 

① 左記監視カメラ水

面確認結果を 11

月中に報告開始 

 

５．添付資料 

(1)規制庁面談議事メモ（2018年 12月 3日） 

(2)規制庁説明資料（2018年 12月 3日） 

(3)原子力事業者防災業務計画（抜粋：Ⅱ-20，23，27，32，33，40，41） 

(4)ERSS運用マニュアル（抜粋）（改定 5：2016年 4月） 

(5)25条通報（2023年 10月 21日） 

(6)福島第一 6号放水口モニタ ERSS伝送について 

 

以 上 
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１．件 名：福島第一原子力発電所6号機のERSS伝送再開について 

 

２．日 時：平成30年12月3日 11:00～11:57 

 

３．場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓 

 

４．出席者 

原子力規制庁 緊急事案対策室 

菅原企画調整官、宮地防災専門官、岡村係長 

東京電力ホールディングス株式会社 

原子力運営管理部 防災安全グループ 担当者 他1名 

 

５．要 旨 

東京電力ホールディングス株式会社から、福島第一原子力発電所の6号

機のプラント情報及び環境データについて、ERSS伝送を再開する旨の説

明があった。 

・6号機のプロセスコンピュータ等の更新等が完了 

・福島第二原子力発電所のSPDSゲートウェイ及びSPDS統合サーバの改

修が12月に完了予定 

・これに伴い、福島第一原子力発電所の6号機のプラント情報及び環境

データについて伝送を再開する 

原子力規制庁より、ホームページで公開している「緊急時対策支援シ

ステム（ERSS）におけるデータ伝送の計画的な停止に関する状況」につ

いて、伝送再開にあわせて状況を更新するため、再開ができ次第連絡を

するように伝えた。 

 

６．その他 

配布資料：あり 

 

　　　　　　　　　　添付資料（１）
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©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 取扱注意 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

東京電力ＨＤ 福島第一原子力発電所
6号機ＥＲＳＳ伝送再送のご説明資料

２０１８年１２月３日

東京電力ホールディングス

　　添付資料（２）
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©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 取扱注意 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社
1

１．１Ｆ６号ＥＲＳＳ伝送再送について

【現状】
• ６号機ＳＰＤＳ計算機故障に伴い、ＥＲＳＳ未伝送
• ６号機プロコン更新及び環境ミニコンの設置は、２０１７年度末完了済

【現在の計画】
＜伝送再送時期＞
• ＳＰＤＳ－ＧＷ及びＳＰＤＳ統合サーバの改修は、２０１８年１２月予定

６号機プラントデータ及び環境データの再送
５号機ＥＲＳＳデータにも環境データを伝送

• 伝送再送後に、６号機プラントデータ及び環境データのＥＲＳＳ伝送停止扱いの解除
＜伝送パラメータ＞
• 現在の防災業務計画通り

一部のパラメータは計器故障等に伴い伝送不可

計器

計器

１号

２号

計器

計器

３号

４号

計器

計器

５号

６号

５号プロコン

６号プロコン

SPDS計算機

ＳＰＤＳ
ＧＷ

ＳＰＤＳ
統合
サーバ

集中監視
システム

ＥＲＳＳ
＃１

ＥＲＳＳ
＃２

本社
MP等 環境ミニコン環境

福島第一原子力発電所 福島第二原子力発電所

1F6(計、環)

1F5(計、環)

改修 改修

接続
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福島第一原子力発電所 

原子力事業者防災業務計画 

 

 

 

 

 

２０２３年８月 

 

 

東京電力ホールディングス株式会社 

　　添付資料（３）
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改 定 来 歴 

 

項目 
回 

年 月 日 改 定 内 容 備 考 

０ 
平成12年 6月16日 

(原管発官12第147号) 
新規制定  

１ 
平成13年 8月 1日 

(原管発官13第217号) 

ICRP Pub.60 法令化，中央省庁再編，フィ

ルムバッジ廃止，オフサイトセンター運営

要領との整合及び表現の適正化等に伴う

一部改定 

 

２ 
平成14年 8月 1日 

(原管発官14第200号) 

「防災基本計画」修正並びに「原子炉施設

等の防災対策について」改訂の取り入れ，

福島県組織改編及び表現の適正化等に伴

う一部改定 

 

３ 
平成15年 8月 1日 

(原管発官15第168号) 

国，自治体及び社内組織改編，「原子炉施設

等の防災対策について」改訂，緊急被ばく

医療活動の充実強化及び表現の適正化等

に伴う一部改定 

 

４ 
平成16年 8月 6日 

(原管発官16第228号) 

「原子力災害対策特別措置法施行規則」  

改正，省庁，自治体及び社内組織改編，オ 

フサイトセンター派遣要員及び貸与資機  

材の福島第一，福島第二原子力発電所間協 

力の実施の取り入れ等に伴う一部改定 

 

５ 
平成17年 8月 5日 

(原管発官17第200号) 

各経済産業局等の組織改編及び表現の適

正化等に伴う一部改定 
 

６ 
平成18年 8月 8日 

(原管発官18第179号) 

内閣府告示による指定地方行政機関の変

更及び表現の適正化等に伴う一部改定 
 

７ 
平成19年 8月10日 

(原管発官19第254号) 

内閣府告示による指定地方行政機関の変

更,表現の適正化及び副原子力防災管理者

の代行順位見直し等に伴う一部改定 

 

８ 
平成20年 8月 8日 

(原管発官20第230号) 

内閣府告示による指定地方行政機関の変

更,自治体及び社内組織改編並びに原子力

災害対策特別措置法施行規則一部改正等

に伴う一部改定 
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項目 
回 

年 月 日 改 定 内 容 備 考 

９ 
平成21年 8月 7日 

(原管発官21第 166 号) 

火災発生時の対応の明確化及び発電所周

辺監視柵の移設による周辺監視区域の変

更に伴う一部改定 

 

10 
平成22年 8月 9日 

(原管発官22第 210 号) 

内閣府告示による指定行政機関の変更及

びＳＰＤＳ常時伝送運用等に伴う一部改

定 

 

11 
平成23年12月22日 

(原管発官23第544号) 

省庁組織改編に伴う名称変更及びＪＥＡ

Ｇ改定に伴う通報並びに報告様式の一部

改定 

 

12 
平成 25 年 3 月 12 日 

（原管発官 24 第 647 号）※1 

（原管発官 24 第 648 号）※2 

原子力災害対策特別措置法等の改正，福島

県地域防災計画の修正，発電所の現状等反

映に伴う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

13 
平成 25 年 6 月 19 日 

（原管発官 25 第 174 号）※1 

（原管発官 25 第 175 号）※2 

社内組織改編，社内防災体制の見直し，通

報先の追加に伴う一部改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

14 
平成 25 年 12 月 2 日 

（原管発官 25 第 553 号）※1 

（原管発官 25 第 554 号）※2 

原子力災害対策指針の改正，原子力災害対

策特別措置法関連法令の改正，発電所防災

体制の見直し，発電所入退域管理棟運用開

始，特定原子力施設に係る実施計画の施行

に伴う一部改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

15 
平成 27 年 3 月 25 日 

（運総発官 26 第 811 号）※1 

（運総発官 26 第 812 号）※2 

社内防災組織の変更，省庁組織改編に伴う

名称変更及びＥＡＬ事業者解釈追加に伴

う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

16 
平成 27 年 8 月 1 日 

(運総発官 27 第 231 号）※1 

(運総発官 27 第 232 号）※2 

原子力災害対策指針の改正，原子力災害対

策特別措置法関連法令の改正，ＥＡＬ事業

者解釈追加に伴う改定及び組織改編に伴

う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ 

提出 

17 
平成 28 年 4 月 1 日 

(運総発官 28 第 5号）※1 

(運総発官 28 第 6号）※2 

ホールディングカンパニー制への移行に

伴う社内組織の変更，及び社内防災組織の

変更に伴う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ 

提出 

18 
平成 28 年 12 月 16 日 

(運総発官 28 第 342 号）※1 

(運総発官 28 第 343 号）※2 

原子力事業所災害対策支援拠点の変更，及

び緊急事態応急対策等拠点施設等の運用

変更他に伴う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ 

提出 
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項目 
回 

年 月 日 改 定 内 容 備 考 

19 
平成 29 年 11 月 10 日 

(廃炉発官 29 第 16 号）※1 

(廃炉発官 29 第 17 号）※2 

原子力災害対策指針の改正，原子力災害対

策特別措置法関連法令の改正に伴う改定

及び原子力防災組織見直しに伴う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ 

提出 

20 
平成 31 年 3 月 28 日 

(廃炉発官 30 第 317 号）※1 

(廃炉発官 30 第 318 号）※2 

社内防災体制の見直し及び原子力災害対

策特別措置法関連法令の改正に伴う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ 

提出 

21 
2020 年 3 月 30 日 

(廃炉発官 R1 第 252 号）※1 

(廃炉発官 R1 第 253 号）※2 

原子力災害対策特別措置法関連法令の改

正に伴う改定及び記載の適正化 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

22 
2020 年 8 月 21 日 

(廃炉発官 R2 第 108 号）※1 

(廃炉発官 R2 第 109 号）※2 

国土交通省自動車局の組織再編に伴う改

定，ＥＡＬ判断基準改正に伴う改定及び通

報連絡様式記入方法の見直し 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

23 
2021 年 3 月 9 日 

(廃炉発官 R2 第 269 号）※1 

(廃炉発官 R2 第 270 号）※2 

用語の定義の見直し，原子力防災資機材及

びその他の原子力防災資機材の点検方法

の追記及び記載の適正化等に伴う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

24 
2021 年 12 月１日 

(廃炉発官 R3 第 154 号）※1 

(廃炉発官 R3 第 155 号)※2 

原子力防災組織の業務の一部を委託する

もの「東電フュエル株式会社」の社名変更

及び新組織設置に伴う改定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

25 
2022 年 2 月 25 日 

(廃炉発官 R3 第 213 号）※1 

(廃炉発官 R3 第 214 号）※2 

ＥＡＬ判断基準事業者解釈の一部見直し，

本社原子力防災組織見直しに伴う修正 

及びＳＰＤＳデータ伝送項目の見直し 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

26 
2022 年 9 月 13 日 

(廃炉発官 R4 第 95 号）※1 

(廃炉発官 R4 第 96 号）※2 

原子力防災管理者の代行順位の見直し， 

副原子力防災管理者の役職変更，国土交通

省自動車局の組織再編に伴う改定及びＳ

ＰＤＳデータ伝送項目の見直し 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 

27 
2023 年 3 月 24 日 

(廃炉発官 R4 第 187 号）※1 

(廃炉発官 R4 第 188 号）※2 

原子力災害対策特別措置法関係省令に併

せた改定，SPDS 伝送パラメータ項目の追加

による改定，オンサイト医療活動に係る改

定 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 
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項目 
回 

年 月 日 改 定 内 容 備 考 

28 
2023 年 8 月 30 日 

(廃炉発官 R5 第 78 号）※1 

(廃炉発官 R5 第 79 号）※2 

原子力防災管理者の代行順位および副原
子力防災管理者の役職変更，SPDS 伝送パラ
メータ項目の追加による改定,通報連絡様
式の見直し 

※1 内閣総理大臣へ提出 

※2 原子力規制委員会へ

提出 
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Ⅱ－２０ 

 

別表２－２ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報基準（２／７） 

 
ＥＡＬ番号 SE02 BWR 

ＥＡＬ略称 通常放出経路での気体放射性物質の放出 

ＥＡＬ 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これらに類す

る場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水

準が 5μSv/h に相当する以上の気体放射性物質が検出されたこと。（10 分間以上継続） 

事業者解釈 ・ 「排気筒その他これらに類する場所」とは，原子力防災資機材の排気筒モニタリング

設備の設置してある場所とする。 

・ この計測器での放射性物質の検出は，通報事象等規則第 5 条による。 

・ ｢10 分間以上継続」について，デジタル値で確認する場合においては，10 分間以上そ

のデジタル値が連続した場合とすることができる。 

・ 放射能水準が 5μSv/h に相当する以上の気体放射性物質が検出されたこととは，排気

筒モニタが以下の規準を超えた場合による。 

 1,2MS 3,4MS 5,6MS 2TS 3TS 4TS 集中 RW 共用 P 

排気筒

モニタ

基準 

(cps) 

1,160 1,060 380 1,060 840 1,410 1,300 380 

・ この EAL を検出した場合は，GE02 と放射線量の基準が同一であるため，SE02 及び GE02

を検出したとして通報を行う。 

規制庁解説  － 

 
ＥＡＬ番号 SE03 BWR 

ＥＡＬ略称 通常放出経路での液体放射性物質の放出 

ＥＡＬ  当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これらに類す

る場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水

準が 5μSv/h に相当する以上の液体放射性物質が検出されたこと。（10 分間以上継続） 

事業者解釈 ・ 「排水口その他これらに類する場所」とは，原子力防災資機材の固定式測定設備を設

置している場所とする。 

・ この計測器での検出は，通報事象等規則第 5 条による。 

・ ｢10 分間以上検出」について，デジタル値で確認する場合においては，10 分間以上そ

のデジタル値が連続した場合とすることができる。 

・ 放射能水準が 5μSv/h に相当する以上の液体放射性物質が検出されたこととは，放水

口モニタが以下の規準に達したものとする。 

  1 号機～6 号機  17,000cps 

・ この EAL を検出した場合は，GE03 と放射線量の基準が同一であるため，SE03 及び GE03

を検出したとして通報を行う。 

規制庁解説  － 

 
ＥＡＬ番号 SE04 BWR 

ＥＡＬ略称 火災爆発等による管理区域外での放射線の放出 

ＥＡＬ  当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ

れた管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際に，50

μSv/h 以上の放射線量の水準が 10 分間以上継続して検出されたこと，又は，火災，爆発

その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって，その

状況に鑑み，放射線量が検出される蓋然性が高いこと。 

事業者解釈 ・ 事業所内での放射性物質の輸送の場合において，輸送容器外で放射線量を検出した場

合にも適用する。 

・ 「50μSv/h 以上の放射線量の水準が 10 分間以上検出されたこと」とは，原子力防災

資機材のガンマ線測定用サーベイメータで検出された数値が，水準として 50μSv/h 以

上となって，その状態が 10 分間以上継続した場合をいう。 

規制庁解説  － 
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Ⅱ－２３ 

 

別表２－２原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報基準（５／７） 

添付 原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第５条第１項の規定に基づく水準

（１／２） 

場  合 基      準 検   出 

一 検出され

た放射性物質

の種類が明ら

かで，かつ，１

種類の放射性

物質である場

合 

イ 濃度の測定により管理すべき空

気中の放射性物質にあっては，放射性

物質の種類に応じた空気中濃度限度

を排気筒その他これらに類する場所

における１秒間当たりの放出風量で

除して得た値に，当該放射性物質が放

出される地点の特性に係る別表に基

づく係数を乗じて得た値 

イの値を１０分間以

上継続して検出する

こと。 

ロ 放射能の測定により管理すべき

空気中の放射性物質にあっては，放射

性物質の種類に応じた空気中濃度限

度に，当該放射性物質が放出される地

点の特性に係る別表に基づく係数を

乗じて得た値 

ロの値を累積（原子

炉の運転等のための

施設の通常の運転状

態における放射性物

質の放出による累積

を除く。）して検出す

ること。 

ハ 水中の放射性物質にあっては，放

射性物質の種類に応じた水中濃度限

度に５０を乗じて得た値 

ハの値を１０分間以

上継続して検出する

こと。 

二 検出され

た放射性物質

の種類が明ら

かで，かつ，２

種類以上の放

射性物質があ

る場合 

イ 濃度の測定により管理すべき空

気中の放射性物質にあっては，それら

の放射性物質の濃度のそれぞれその

放射性物質の濃度についての前号イ

の規定により得られた値に対する割

合の和が一となるようなそれらの放

射性物質の濃度 

イの値を１０分間以

上継続して検出する

こと。 

ロ 放射能の測定により管理すべき

空気中の放射性物質にあっては，それ

らの放射性物質の放射能のそれぞれ

その放射性物質の放射能についての

前号ロの規定により得られた値に対

する割合の和が一となるようなそれ

らの放射性物質の放射能の値 

ロの値を累積（原子

炉の運転等のための

施設の通常の運転状

態における放射性物

質の放出による累積

を除く。）して検出 

すること。 

ハ 水中の放射性物質にあっては，そ

れらの放射性物質の濃度のそれぞれ

その放射性物質の濃度についての前

号ハの規定により得られた値に対す

る割合の和が一となるようなそれら

の放射性物質の濃度 

ハの値を１０分間以

上継続して検出する

こと。 
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Ⅱ－２７ 

別表２－３ 原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の原子力緊急事態宣言発令の基準（２／４）  
ＥＡＬ番号 GE02 BWR 

ＥＡＬ略称 通常放出経路での気体放射性物質の放出 

ＥＡＬ 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これに類する

場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水

準が 5μSv/h に相当する以上の気体放射性物質が検出されたこと。（10 分間以上継続） 

事業者解釈 この EAL を検出した場合は，SE02 と放射線量の基準が同一であるため，SE02 及び GE02

を検出したとして通報を行う。 

規制庁解説  － 

 
ＥＡＬ番号 GE03 BWR 

ＥＡＬ略称 通常放出経路での液体放射性物質の放出 

ＥＡＬ  当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これに類する

場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水

準が 5μSv/h に相当する以上の液体放射性物質が検出されたこと。（10 分間以上継続） 

事業者解釈  この EAL を検出した場合は，SE03 と放射線量の基準が同一であるため，SE03 及び GE03

を検知したとして通報を行う。 

規制庁解説  － 

 
ＥＡＬ番号 GE04 BWR 

ＥＡＬ略称 火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出 

ＥＡＬ  当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ

れた管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際に，

当該場所における放射線量の水準として5mSv/hが 10分間以上継続して検出されたこと，

又は，火災，爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である

場合であって，その状況に鑑み，放射線量が検出される蓋然性が高いこと。 

事業者解釈 ・事業所内での放射性物質の輸送の場合において，輸送容器外で放射線量を検出した場

合にも適用する。 

・「放射線量の水準として 5mSv/h が 10 分間以上継続して検出されたこと」とは，原子

力防災資機材のガンマ線測定用サーベイメータで検出された数値が，水準として 5mSv/h

以上となって，その状態が 10 分間以上継続した場合をいう。 

規制庁解説  － 

 

ＥＡＬ番号 GE05 BWR 

ＥＡＬ略称 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出 

ＥＡＬ  当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ

れた管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際に，

当該場所におけるその放射能水準が 1 時間当たり 500μSv/h に相当するものとして空気

中の放射性物質について次に掲げる放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと又

は，火災，爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難

である場合であって，その状況に鑑み，次に掲げる放射性物質が検出される蓋然性が高

いこと。 

(a) 検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，一種類である場合にあっては，放

射性物質の種類又は区分に応じた空気中濃度限度に 5,000 を乗じて得た値 

(b) 検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，二種類以上の放射性物質がある場

合にあっては，それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号

の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の

濃度の値 

(c) 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては，空気中濃度限度（当

該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除

く。）のうち，最も低いものに 5,000 を乗じて得た値 

事業者解釈 「放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと」とは，原子力防災資機材の可搬式

ダスト測定関連機器（サンプラ，測定器）又は可搬式放射性ヨウ素測定関連機器（サン 

プラ，測定器）により，(a)～(c)の濃度以上の放射性物質が検出された場合をいう。 

規制庁解説  － 
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Ⅱ－３２ 

別表２－５－１ 原子力防災資機材（１／２） 

 

分類 法令による名称 具体的名称 数 量 保管場所 点検頻度 点検内容 

放
射
線
障
害
防
護
用
器
具 

汚染防護服 
保護衣（不織布カバーオー

ル，アノラック等） 
２００組 免震重要棟 １回／年 数量確認 

呼吸用ボンベ(交換用のも

のを含む)その他の機器と

一体となって使用する防護

マスク 

セルフエアセット １３個 免震重要棟 １回／年 外観点検 

フィルター付防護マスク チャコール付全面マスク ２００個 免震重要棟 １回／年 外観点検 

非
常
用
通
信
機
器 

通常の業務に使用しない電

話回線 
緊急時用電話回線 

※１ 

１回線 
免震重要棟 １回／年 機能確認 

ファクシミリ装置 一斉ファクシミリ装置 １台 免震重要棟 １回／年 機能確認 
特定事象が発生した場合に

おける施設内の連絡を確保

するために使用可能な携帯

電話その他の使用場所を特

定しない通信機器 

携帯電話 ４０台 
特別管理職 

以上が携行 
１回／年 機能確認 

所内用ＰＨＳ ６０台 発電所員が携行 １回／年 機能確認 

衛星携帯電話 １台 免震重要棟 １回／年 機能確認 

計

測

器

等

 

排気筒モニタリング設備そ

の他の固定式測定器 

排気筒モニタ ３台 

５，６号機共用 

EL約14m，運用

補助共用施設 

特別な保全

計画に基づ

く頻度 

機能確認 

放水口モニタ 
※２ 

－台 

放水口モニタ建

屋（５，６号機） 
１回／年 外観点検 

ガンマ線測定用可搬式測定

器 

シンチレーションサーベイ

メータ 

９台 入退域管理棟 
１回／年 機能確認 

１台 放射線測定車 

電離箱サーベイメータ ３６台 入退域管理棟 １回／年 機能確認 

中性子線測定用可搬式測定

器 
中性子線サーベイメータ ３台 入退域管理棟 １回／年 機能確認 

空間放射線積算

線量計 

素子 蛍光ガラス線量計素子 １００個 環境管理棟 １回／年 外観点検 

リーダー 蛍光ガラス線量計リ－ダ－ １台 入退域管理棟 １回／年 機能確認 

表面の放射性物質の密度を

測定することが可能な可搬

式測定器 

汚染密度測定用サーベイメ

ータ 
１７台 入退域管理棟 １回／年 機能確認 

汚染密度測定用（α線）サーベイメ

ータ 
３台 入退域管理棟 １回／年 機能確認 

可搬式ダスト測定関連機

器 

サ ン

プラ 
ダストサンプラ ９台 入退域管理棟 １回／年 機能確認 

測 定

器 

ダスト測定器（放射線測定車に搭

載） 
１台 放射線測定車 １回／年 機能確認 

可搬式の放射性ヨウ

素測定関連機器 

サ ン

プラ 
ヨウ素サンプラ ７台 入退域管理棟 １回／年 機能確認 

測 定

器 

ヨウ素測定器（放射線測定車に搭

載） 
１台 放射線測定車 １回／年 機能確認 

個人用外部被ばく線量測定

器 
電子式線量計 ２５０台 

免震重要棟 

入退域管理棟 
１回／年 機能確認 
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Ⅱ－３３ 

別表２－５－１ 原子力防災資機材（２／２） 

 

分類 法令による名称 具体的名称 数 量 保管場所 点検頻度 点検内容 

計

測

器

等

 

その他 

エリアモニタリン

グ設備※３ 

使用済燃料共用プール

周辺エリアモニタ 
２台 

運用補助共用

建屋内 
特別な保全計画

に基づく頻度 機能確認 

使用済燃料プール周辺

エリアモニタ 
８台 

３，４，５，６

号機原子炉建

屋内 

特別な保全計画

に基づく頻度 機能確認 

モニタリングカー 放射線測定車 １台 発電所敷地内 

道路運送車

両法に基づ

く点検頻度 

道路運送車

両法に基づ

く点検 

そ
の
他
資
機
材 

ヨウ化カリウムの製剤 安定ヨウ素剤 ３０,０００錠 免震重要棟 １回／年 数量確認 

担架 担架 １台 
入退域管理棟 

救急医療室 
１回／年 外観点検 

除染用具 除染キット １式 
入退域管理棟 

救急医療室 
１回／年 外観点検 

被ばく者の輸送のために

使用可能な車両 
急患移送車 １台 

入退域管理棟 

駐車場 

道路運送車

両法に基づ

く点検頻度 

道路運送車

両法に基づ

く点検 

屋外消火栓設備又は動力

消防ポンプ設備 

動力消防ポンプ設備（化

学消防自動車及び水槽

付き消防ポンプ自動車） 

１式 発電所敷地内 １回／年 機能確認 

※１：緊急時電話回線のうち双葉地方広域市町村圏組合消防本部以外の回線（大熊町，双葉町，浪江町，

富岡町，楢葉町，双葉警察署，福島海上保安部，福島県環境創造センター環境放射線センター，浪江

消防署，富岡消防署）は，東北地方太平洋沖地震に伴い，回線が使用できない状態にあるため，電気

通信事業者(NTT等)の有線電話・携帯電話・衛星携帯電話等の通信手段により情報連絡を行う。 

※２：放水口モニタについては東北地方太平洋沖地震に伴い設備が損壊した状況にある。 

代替措置として，海水サンプリングにより放射性物質の測定を行う。 

※３：「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画 Ⅲ 特定原子力施設の保安」で機能が要

求される場合に適用する。 
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Ⅱ－４０ 

別表２－８ ＳＰＤＳデータ伝送項目 

 

福島第一原子力発電所５号機 

連番 常時伝送項目 単位 

1 主排気筒放射線モニタ高レンジ mSv/h 

2 主排気筒放射線モニタ低レンジＡ CPS 

3 主排気筒放射線モニタ低レンジＢ CPS 

4 風向１０Ｍ（角度） ゜ 

5 風向９５Ｍ（角度） ゜ 

6 風速１０Ｍ m/s 

7 風速９５Ｍ m/s 

8 大気安定度 － 

9 モニタリングポスト１Ｈ nGy/h 

10 モニタリングポスト２Ｈ nGy/h 

11 モニタリングポスト３Ｈ nGy/h 

12 モニタリングポスト４Ｈ nGy/h 

13 モニタリングポスト５Ｈ nGy/h 

14 モニタリングポスト６Ｈ nGy/h 

15 モニタリングポスト７Ｈ nGy/h 

16 モニタリングポスト８Ｈ nGy/h 

17 モニタリングポスト１Ｌ nGy/h 

18 モニタリングポスト２Ｌ nGy/h 

19 モニタリングポスト３Ｌ nGy/h 

20 モニタリングポスト４Ｌ nGy/h 

21 モニタリングポスト５Ｌ nGy/h 

22 モニタリングポスト６Ｌ nGy/h 

23 モニタリングポスト７Ｌ nGy/h 

24 モニタリングポスト８Ｌ nGy/h 

25 ＲＨＲ系統流量Ａ t/h 

26 ＲＨＲ系統流量Ｂ t/h 

27 ＲＨＲ系 Ａ 運転 DIGITAL 

28 ＲＨＲ系 Ｂ 運転 DIGITAL 

29 ＲＨＲ系 Ｃ 運転 DIGITAL 

30 ＲＨＲ系 Ｄ 運転 DIGITAL 

31 ６．９ＫＶBUS ５A キロボルト KV 

32 ６．９ＫＶBUS ５B キロボルト KV 

33 ６．９ＫＶBUS ５C キロボルト KV 

34 ６．９ＫＶBUS ５D キロボルト KV 

35 ６．９ＫＶBUS ５ＳＡ１ 電圧 ５入力 KV 

36 ６．９ＫＶBUS ５ＳＡ２ 電圧 ５入力 KV 

37 ６．９ＫＶBUS ５ＳＢ１ 電圧 ５入力 KV 

38 ６．９ＫＶBUS ５ＳＢ２ 電圧 ５入力 KV 

39 ディーゼル発電 ５Ａ 運転 DIGITAL 

40 ディーゼル発電 ５Ｂ 運転 DIGITAL 

41 放水口モニタ線量率 ５号 CPS 

42 使用済燃料プール水位 mm 

- 使用済燃料共用プール水位 mm 

・伝送データ項目については，必要に応じて見直すものとする。 

・No.が「－」のパラメータは，追加工事完了後に伝送を開始する。 
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Ⅱ－４１ 

福島第一原子力発電所６号機 

連番 常時伝送項目 単位 

1 主排気筒放射線モニタ高レンジ mSv/h 

2 主排気筒放射線モニタ低レンジＡ s-1 

3 主排気筒放射線モニタ低レンジＢ s-1 

4 風向１０Ｍ（１６方位） - 

5 風向９５Ｍ（１６方位） - 

6 風速１０Ｍ m/s 

7 風速９５Ｍ m/s 

8 大気安定度Ａ－Ｆ － 

9 モニタリングポスト１Ｈ nGy/h 

10 モニタリングポスト２Ｈ nGy/h 

11 モニタリングポスト３Ｈ nGy/h 

12 モニタリングポスト４Ｈ nGy/h 

13 モニタリングポスト５Ｈ nGy/h 

14 モニタリングポスト６Ｈ nGy/h 

15 モニタリングポスト７Ｈ nGy/h 

16 モニタリングポスト８Ｈ nGy/h 

17 モニタリングポスト１Ｌ nGy/h 

18 モニタリングポスト２Ｌ nGy/h 

19 モニタリングポスト３Ｌ nGy/h 

20 モニタリングポスト４Ｌ nGy/h 

21 モニタリングポスト５Ｌ nGy/h 

22 モニタリングポスト６Ｌ nGy/h 

23 モニタリングポスト７Ｌ nGy/h 

24 モニタリングポスト８Ｌ nGy/h 

25 ＲＨＲ系統流量Ａ l/s 
26 ＲＨＲ系統流量Ｂ l/s 
27 ＲＨＲ系統流量Ｃ l/s 
28 ＲＨＲポンプ Ａ 遮断器 動作 DIGITAL 

29 ＲＨＲポンプ Ｂ 遮断器 動作 DIGITAL 

30 ＲＨＲポンプ Ｃ 遮断器 動作 DIGITAL 

31 ６．９ＫＶ ６Ａ－１母線電圧 kV 

32 ６．９ＫＶ ６Ａ－２母線電圧 kV 

33 ６．９ＫＶ ６Ｂ－１母線電圧 kV 

34 ６．９ＫＶ ６Ｂ－２母線電圧 kV 

35 ６．９ＫＶ ５ＳＡ１母線電圧 kV 

36 ６．９ＫＶ ５ＳＡ２母線電圧 kV 

37 ６．９ＫＶ ５ＳＢ１母線電圧 kV 

38 ６．９ＫＶ ５ＳＢ２母線電圧 kV 

39 ６．９ＫＶ ６Ｃ母線電圧 kV 

40 ６．９ＫＶ ６Ｄ母線電圧 kV 

41 ディーゼル発電機 ６Ａ 運転 DIGITAL 

42 ディーゼル発電機 ６Ｂ 運転 DIGITAL 

43 放水口モニタ線量率 ６号 CPS 

44 使用済燃料プール水位 mm 

- 使用済燃料共用プール水位 mm 

・伝送データ項目については，必要に応じて見直すものとする。 

・No.が「－」のパラメータは，追加工事完了後に伝送を開始する。 
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緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）による 

原子力データ常時伝送システム 運用マニュアル 

【抜粋】 

 

 

 

 

 

 

平成２８年４月 

 

電気事業連合会 
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改訂来歴 

 

改訂 年月 改訂概要 

－ 2013.3 ・制定 

1 2013.6 
・プラント停止期間中、計画的保守の事前連絡が必要な範囲を適正化 

・記載の適正化 

2 2014.3 
・原子力規制庁に原子力安全基盤機構が統合されたことに伴う適正化 

・原子力規制庁側の運用マニュアル改訂内容を反映 

3 2015.1 ・原子力規制庁の組織改正内容を反映 

4 2016.1 

・プラント停止期間中の計画的保守により事前連絡を必要とする停止範囲の

見直し 

・記載の適正化 

5 2016.4 ・第２データセンター設置に伴う一部運用変更 

  以下余白 
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の考え方を以下のとおりとする。 

 ａ．システム停止 

｢システム停止｣とは、添付資料－２の構成概要図において、実線で枠囲いされたシステム

（プラント計算機、放射線総合管理装置等）又は、実線で示されたケーブル等の設備の故障

又は保守・点検等により第１データセンター及び第２データセンターへの伝送が停止し、プ

ラントパラメータ情報等が継続的にＥＲＳＳ常時伝送システムに伝送できない場合（伝送 1

回程度のデータが欠損した場合は除く）をいう。 

 ｂ．測定機器側の停止等 

「測定機器側の停止等｣とは、添付資料－２の構成概要図において、破線で示した各社の測

定機器等の故障又は保守・点検等により第１データセンター及び第２データセンターへの伝

送が停止し、プラントパラメータ情報等が継続的にＥＲＳＳ常時伝送システムに伝送できな

い場合をいう。 

 

（２）計画的保守による伝送データ停止時の連絡 

①各社による計画的保守の場合の連絡（添付資料－３参照） 

各社は、自社保守作業により、翌月にプラントパラメータ情報の全て又は一部が常時伝送

できなくなることが予定されている場合は、保守点検を行う前月の末日を含め原則３営業日

前までの平日勤務時間帯に、様式２による施設の稼働状況・伝送データ停止期間及び伝送デ

ータ停止の内容、理由、並びに様式３※２による伝送データ停止期間の予定についての事前

連絡を、規制庁及び規制事務所へ電子メール又はファクシミリにより行う。 

なお、第１データセンター又は第２データセンターの一方が停止となる場合にも、連絡を

行うものとする。 

また、保守作業の計画を変更する必要が生じた場合は、原則変更した計画の実施前までに

同様の事前連絡を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

②規制庁による計画的保守の場合の連絡 

規制庁が管理する伝送ネットワーク機器等の保守点検等により、システム停止となる場合

は、その停止計画が規制庁のホームページに掲載され、併せて第１データセンター又は第２

データセンターの一方が停止となる場合でも各社の伝送システム等に影響がある場合には、

予め停止前に、規制庁から各社連絡担当者へ事前連絡が行われる｡ 

※２：様式３については以下の２種類の帳票を設定しているので、各社の運用状況に合

わせて帳票を選択するものとする。 

・様式３－１ 第１データセンター（第１ＤＣ）のみ伝送している場合に使用する。 

・様式３－２ 第１データセンター（第１ＤＣ）及び第２データセンター（第２ＤＣ） 

双方に伝送している場合に使用する。 
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③欠測データ 

プラントパラメータ情報の全て又は一部が常時伝送できない場合、当該期間のデータは

「欠測｣扱いとする｡ 

④代替措置 

プラントパラメータ情報の全て又は一部が常時伝送できない期間に各社から代替措置に

よるデータ伝送は原則実施しないが、当該期間において、休祭日に保安検査官より警報発報

の有無、データ変動の有無等についての口頭質問があった場合は、速やかに対応する｡ 

また、大規模地震時等、規制庁から各社連絡担当者へ、プラント運転データや警報データ

の伝送を特に求められた場合（事故進展予測解析に必要なデータ及び採取頻度であり、挙動

等が他の伝送データにより補うことができないもの）は、基本的には、添付資料－４で示す

内容に従い、規制庁と必要なデータ・連絡時期等を調整し、規制庁及び規制事務所に電子メ

ール、電話又はファクシミリ等により連絡する。 

 

（３）不具合等発生による伝送データ停止時の連絡 

不具合等発生によりプラントパラメータ情報の全て又は一部が常時伝送できない場合に

おいては、直ちに関係箇所へ連絡するとともに、不具合等の解消、システムの復旧に努める。

ただし、プラント停止期間中の連絡をしているユニット（号機）の測定機器側の停止の場合

については、本項の対象外とする。 

①連絡 

ａ．各社が不具合等を確認した場合 

各社は、プラント運転中・停止中を問わず、不具合等によりプラントパラメータ情報

の全て又は一部が常時伝送できないことを確認した時点で、直ちに連絡を行う。連絡は、

平日の勤務時間帯においては規制庁及び規制事務所に、休祭日及び夜間においては規制

庁連絡担当者及び規制事務所に電話連絡を行った後、電子メール又はファクシミリによ

り確実に行う。 

なお、第１データセンター又は第２データセンターの一方が停止となる場合にも、情

報連絡として緊急時ネットワーク監視センターに電話又は電子メールによる連絡を行

うものとする。 

ｂ．規制庁が不具合等を確認した場合 

プラント運転中･停止中を問わず、規制庁が不具合等を確認した場合、速やかに、規

制庁から各社連絡担当者へ、電子メール、電話又はファクシミリにより連絡が行われる。 

なお、第１データセンター又は第２データセンターの一方に不具合を確認した場合に

は、情報連絡として各社連絡担当者に電子メール又は電話による連絡が行われるものと

する。 

 

プラントパラメータ情報の全て又は一部が常時伝送できない場合の連絡については、添付
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資料－３に取りまとめる。規制庁は、事業者から伝送データ停止の連絡を受け、規制庁の運

用マニュアルに従い、伝送データ停止の評価（「異常」又は「軽度の障害」を判断）し、そ

れに応じた処置を行う。(参考資料) 

 

②欠測データ 

   プラントパラメータ情報の全て又は一部が常時伝送できない場合、当該期間のデータは

「欠測」扱いとする。 

③代替措置 

規制庁が「異常」と判断した場合、伝送データ停止の期間、プラントパラメータ情報を電

話・ファクシミリ等の別の手段で定期的に連絡するよう、求められる。各社は、基本的には

添付資料－４で示す内容に従い、規制庁と必要なデータ･連絡時期等を調整し、規制庁及び

規制事務所にメール、電話又はファクシミリ等により連絡する。 

 

８．システム仕様変更等に係る手順 

（１）各社は、伝送データの追加･変更、システムのハードウエア及びソフトウエアの変更をす

る場合は、原則として 2ヶ月前までに各々の連絡窓口担当者に通知する｡その際、仕様変更

等におけるセキュリティ上の問題の有無、及び第 2項の設置目的への適合性について必要に

応じて説明する｡ 

（２）各社は、各々の連絡窓口担当者と連携しながら、所要の仕様変更等を行う｡ 

（３）システムの仕様変更等を行った場合は、各社及び規制庁は、その都度、本システムの対向

試験を実施する｡ 

（４）各社は、伝送データに係る警報設定点の変更を行った際は、当該ユニットの施設定期検査

終了後、規制庁にその旨を連絡する。 

 

９．システム全体の保守点検 

各社は、必要に応じて本システムの点検を行う。 

 

１０．その他 

本マニュアルに定めていない事項及び疑義ある事項については、都度、規制庁と協議し、解

決する｡ 
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iv 

 

図１ 伝送データ停止の評価に係るフロー 

ⅳ 
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取扱注意 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一6号放水口モニタ ERSS伝送について
事象：2018年12月の6号プロセス計算機（以下プロコン）更新以降、「放水口モニタ線量率 ６号

[cps]」 を 対数化（log10 [測定値] ）した値でERSS伝送していた。
原因：6号プロコンのソフト設定誤り。

（本来は「対数形式」として設定すべきところ、「実数形式」に設定していた）
影響：他の指数パラメータについては設定誤りがないことを確認済み。

また中操は対数化した値で表示（仕様通り）されており、オペレーションへの影響無し。
（ただし放水口モニタ検出部が砂埋没のため、測定値は参考データ扱い）

６号プロコン環境ミニコン
SPDS
統合
サーバ

SPDS
-GW

１Ｆ ２Ｆ NRA

ERSS
（BIIW）

6号放水口モニタ
(埋没のため参考値）

伝送構成図

放水口モニタ ⇒ 環境ミニコン ⇒ 6号プロコン ⇒ SPDS-GW（※） ⇒ ERSS

現状 100[実数]

⇒

２[対数化]
(log10100)

⇒

２[実数形式ﾞ]
(“２=実数” 
でSPDS送信）

⇒

２[実数のまま]
(実数はそのまま送信)

⇒

２ [実数]

本来 100[実数] ２[対数化]
(log10100)

２[対数形式]
(“２=対数“
でSPDS送信)

1E+2[対数⇒指数換算]
(対数は自動で指数換算)
（10^(2) = 100 = 1E+2）

1E+2 [指数]

伝送値（例） ［単位：cps］ ※SPDS統合サーバはデータ変換なしのため記載除外

5号放水口モニタ
(故障中）

測定レンジ:1E+0～1E+7

添付資料(６)
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取扱注意 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

現状のERSS画面表示は以下のとおり。 プロコン側の改修は2023年度末を予定。

現状：1.776701
本来：5.979997E+01

（＝10^(1.776701 ））

福島第一6号放水口モニタ ERSS伝送について

【参考】放水口モニタ トレンド表示

現状 本来(イメージ)
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